
 

後期高齢者の保険料軽減特例措置に関する意見書 

 

  後期高齢者医療制度は、従来の制度で指摘されている現役世代と高齢者世

代の費用負担の不公平をなくし、世代間を通じた負担が明確で公平な制度と

して創設されました。 

それ以来既に７年目に入り、この間、４年前に発生した東日本大震災によ

って住まいを失い、あるいは、なりわいを失うなどの多大な被害を受けた被

保険者は、復興事業の進行によって、不安定な生活から徐々に脱しつつある

ものの、被災前の生活を取り戻すには、いまだ時間が必要な状況にあります。 

こうした中、平成 27年１月９日開催の第 85回社会保障審議会医療保険部

会において、後期高齢者の保険料の軽減特例措置を平成 29年度から原則的に

廃止していく方向性が示されました。 

しかしながら、当該措置は被保険者にとって既に医療制度の一環として認

識され、個々の負担軽減に大きな役割を果たしてきたものです。 

当該措置の廃止は、最大で低所得者にあっては３倍、元被扶養者にあって

は 10倍の保険料増と大幅な負担となり、被保険者の生活に多大な影響を及ぼ

すことが予想されます。 

よって、政府においては、現行の保険料軽減特例措置について、平成 29

年度以降も現状どおり継続することに必要な財政上の措置を講じられるよう

強く求めます。 

 

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出します。 

 

平成 27年 3月 24日 

 

 

名取市議会議長 山口  實     

 

衆議院議長 殿 



 

参議院議長 殿 

内閣総理大臣 殿 

財 務 大 臣 殿 

厚生労働大臣 殿 


